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新型コロナウイルス感染症に伴う助成・給付金制度の情報 年５月３日現在 
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1 特別給付金（一律一人１０万円）対象は外国人も含めたすべての日本居住者 ０３-５６３８-５８５５ 
 大阪市は５月２２日に申請用紙発送予定。オンライン申請は５月中旬         [コールセンター] 

2 生活福祉資金貸付制度(10～ 万円）➡申請は中央区社会福祉協議会 06-6763-8139 

      休業や失業で緊急に生活のためのお金が必要になった場合 （各区社協） 

3 住宅確保給付金制度➡申請は中央区役所「くらしサポート中央」 06-7507-1487 

     家賃支払い額３カ月支給・収入が減少し家賃が払えない場合 （各区役所） 

4 府営住宅供給（１００戸）➡住宅まちづくり部 06-6210-9749 

大阪市住宅供給（１１戸）➡大阪市住まい供給公社 06-6882-7024 

      解雇や離職で住宅を失った方。ネットカフェ利用者も対象  

5 国民健康保険料減額・免除➡区役所 06-6267-9956 

              収入が前年より 減少した世帯が対象 各区保険年金  

6 国保でも傷病手当金➡福祉局生活福祉年金課給付担当 06-6208-7983 

      コロナウイルスに感染して仕事が出来なくなった方が対象  

7 生活保護制度➡中央区役所生活支援課 06-6267-9871 

    コロナウイルスで失業した方には柔軟な対応を厚労省通達あり （各区生活支援窓口） 

8 学費・授業料減免➡各学校の学生課・奨学金窓口  

内定の取り消し、解雇された方➡大阪労連 0120-378-060 
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9 雇用調整助成金➡大阪府労働局 

06-7669-8900 

0120-60-3999 

コロナウイルスの影響で売り上げが減ったり、事業活動を縮小した 

10 小学校休校対応助成金➡大阪府労働局 

子どもの世話のために仕事を休んだ。パート・祖父母・フリーランスも対象 

11 
持続化給付金➡中小企業金融・給付金相談窓口 

0570-783-183 
       中小企業＝２００万円  小規模事業者 １００万円 

民間金融機関の融資➡中小企業金融・給付金相談窓口 

                 利子は国が補填をする。 

12 休業要請支援金➡相談コールセンター 
06-6210-9525   全面休業した事業者に中小企業１００万円、個人事業主５０万円 

13 公的金融機関の融資➡日本政策金融国庫事業資金相談窓口 
0120-154-505 

 日本金融国庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」使い勝手がよい 

14 民間金融機関の融資➡中小企業金融・給付金相談窓口 
0570-78-3183 

                 無利子融資制度となっている 

15 税金・公共料金の猶予➡税務署・市区町村の事業者  
        大阪市は上下水道の基本料金７月～９月無料 


